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前 文 

 

この土地利用基本計画（以下「本計画」という。）は、神奈川県の区域における国土

（以下「県土」という。）の利用に関して、国土利用計画法第９条の規定に基づき、国

土利用計画（全国計画）を基本とし、県土利用に関する基本的事項の全体像を示す計

画として定めるもので、国土利用計画法に基づく土地取引規制、土地利用に関する他

の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基本となる

ものです。 

本計画は、５地域区分（都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保

全地域）ごとの土地利用の原則や、地域区分が重複する場合の土地利用の優先順位等

を定め、個別規制法（都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然

公園法、自然環境保全法等）に基づく諸計画に対する上位計画として、県土利用の総

合的かつ基本的な方向付けを行うことにより、行政部内の総合調整機能を果たすとと

もに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的

に規制の基準としての役割を果たすものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別規制法に基づく諸計画等（カッコ内は個別規制法令） 

かながわ都市マスタープラン（都市計画法等） 

神奈川県農業振興地域整備基本方針（農業振興地域の整備に関する法律） 

神奈川地域森林計画（森林法） 

自然公園区域指定、公園計画（自然公園法・神奈川県立自然公園条例） 

自然環境保全地域指定（自然環境保全法・自然環境保全条例） 

※ 都道府県は、全国計画を基本として国土利用計画（都道府県計画）を定めることができる

が、本県では、2017（平成29）年３月に国土利用計画（県計画）を本計画に整理・統合した。 

国 土 利 用 計 画 法 
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 土地利用の調整等に係る事項 
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１ 県土利用の基本方向 
（１）基本理念 

本県は、狭小な県土に多くの県民が生活する全国でも有数の過密な県であるた

め、住宅地や産業用地など都市的な利用と自然環境の保全との調和を図ることに

より、豊かで魅力ある県土を形成してきました。 

これまで受け継いできた県土を更に住みよく、魅力あふれる神奈川として、将

来世代に引き継いでいくことは、私たち県民、企業、行政などに課せられた責務

です。 

県土は、現在及び将来における県民のための限られた資源であるとともに、生

活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤です。 

これらにかんがみ、持続可能で自然と共生した県土利用・管理を目指し、公共

の福祉を優先させ、自然環境の保全や安全性の確保を図りつつ、地域の自然的、

社会的、経済的及び文化的条件に配意して、県土の総合的かつ計画的な利用と管

理を行うものとします。 

 

（２）県土利用の現状と課題 
本県は、首都東京に近く開発圧力が高い状況にあります。 

高度成長期以降においては、急激な人口増加等に起因して大量の森林伐採・農

地転用を伴う無秩序な開発、自然環境の改変が進行したため、本県は無秩序な開

発の拡大の防止と自然環境の保全を重視してきました。 

こうした観点から、市街化調整区域 ※１及び特定地域 ※２の開発抑制方針を掲げ、

調和のとれた県土利用を図ってきました。ただし、必要なもの又はやむを得ない

ものは、市街化調整区域等であっても特例的に認め、適正な県土利用を図ってき

ました。 

 

ア 人口減少や少子高齢化による県土の管理水準や地域社会への影響 
我が国が本格的な人口減少社会を迎えているなか、本県も2021（令和３）年

10月に統計開始以降初めて前年同月と比べて減少に転じてから同様の傾向が

続いており、明らかに人口減少局面に入りました。また、少子化や高齢化も急

速に進んでおり、人口の地域的な偏在も生じています。 

これらを背景として、市街地においては、所有者不明土地等の低未利用土地

や空き家等の増加により、土地の利用効率の低下が懸念されるだけでなく、人

口密度の低下により、土地の管理水準が低下するほか、行政、医療・介護、福

祉、商業等の都市機能の維持が困難となるおそれがあります。 

また、農地においては、農業の担い手減少や高齢化により、管理水準の低下

や荒廃農地の増加が懸念されており、森林においては、必要な施業が行われな

ければ、土砂災害防止や水源のかん養等の機能低下を招き、県土の保全や水循

環等にも大きな影響を与えるおそれがあります。 

これらの課題は、既に顕在化しはじめており、必要な対策を講じなければ、

今後、一層状況が悪化し、県土の荒廃だけでなく、地域社会の衰退につながる
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ことが懸念されます。 

 

イ 自然災害に対する脆弱性の解消と危機への対応 
    本県は、北米プレート等が交錯する地域に位置するなど、自然的条件から地

震発生の切迫性が指摘されるとともに、狭小な県土に多くの県民が生活し、多

くの企業が立地するなど、社会的条件から災害に対する脆弱性が指摘されてい

ます。 

    また、近年、地球温暖化等の気候変動を要因とした大型台風や集中豪雨等の

異常気象によって、自然災害が激甚化・頻発化しています。安全・安心は、す

べての活動の基盤であるため、防災・減災対策はもとより、安全性を計画的に

高めていく県土利用・管理を進めるとともに、災害が発生しても県内の経済社

会が致命的な影響を受けず、被害を最小化し、速やかに復旧・復興できる県土

の構築に向けた取組を進めていくことが必要です。 

 

ウ 気候変動や社会経済活動の拡大による自然環境や景観等への影響 
地球温暖化等の気候変動や社会経済活動の拡大による自然環境の悪化やそ

れに伴う生物多様性の損失は、土壌の劣化や水質の悪化、水循環の変化、食料

の安定供給、水源のかん養や県土保全など、暮らしを支える生態系サービス※３

に大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

そのため、2030年までに陸と海の30％以上を健全な生態系として効果的に保

全する「30by30目標」※４を見据えた取組が求められています。 

併せて、自立した地域をつくりつつ、地域同士が支え合うネットワークを構

築する「地域循環共生圏」※５を形成することなどにより、地域における生態系

サービスの維持・向上を図ることも求められています。 

また、「2050年脱炭素社会（カーボンニュートラル ※６）の実現」に向けて、

再生可能エネルギーの導入促進が求められるなか、太陽光発電設備等の設置に

伴う安全面、防災面、景観や環境への影響や、将来の廃棄問題等の懸念も顕在

化し、地域社会との共生が課題となっています。 

 

（３）県土利用の基本方針  
（２）で示した課題を踏まえ、本計画は、「人口減少社会・超高齢社会におけ

る効率的かつ最適な県土利用・管理」、「健全な生態系等の確保につながる県土利

用・管理」、「災害リスクを踏まえた安全・安心を実現する県土利用・管理」に、

地域づくりの担い手として市町村の役割が重要であることを踏まえ、「市町村が

主体的に取り組む県土利用・管理」を加えた４つを基本方針とし、持続可能で自

然と共生した県土利用・管理を目指します。 

 

ア 人口減少社会・超高齢社会における効率的かつ最適な県土利用・管理 
本格的な人口減少社会・超高齢社会においては、県土の適正な利用と管理を

通じて、県土を荒廃させない取組を進めていくことが重要です。 
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また、地域振興の観点から、地域の生活や生産水準の維持・向上に結びつく

土地の有効利用・高度利用を推進していくことも必要です。 

 

   (ア) 地域全体の利益を実現する効率的かつ最適な県土利用・管理 

     都市においては、各地域の実情に応じて、行政、医療・介護、福祉、商業

等の都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化し、郊外への市街地の無

秩序な拡大を抑制します。 

     まちづくりに当たっては、低未利用土地や空き家の有効利用等により、市

街地の活性化と土地利用の効率化を図るとともに、低未利用土地の管理の適

正化や空き家の発生抑制、適切な管理等により周辺地域への悪影響を防止す

るほか、今後、増加が見込まれる高経年マンション等の対策として、マンシ

ョンの管理の適正化や再生の円滑化を図ります。 

     また、高齢者をはじめ、すべての人々にとって、環境負荷の少ない安全で

暮らしやすい脱炭素型のまちづくりを実現するため、公共交通機関の利便性

の高い場所に都市機能の拠点性を高める取組を進めるとともに、こうした拠

点と居住地及び拠点間を結ぶ公共交通機関等の交通ネットワークを考慮し

たまちづくりを進めます。 

     さらに、都市の生産性を高める土地の有効利用・高度利用を進めるととも

に、都市環境を改善し、安全性を高める土地利用を推進します。 

     農地については、人口減少や後継者不足による管理水準の低下を回避し、

荒廃させない取組が必要であるため、優良農地の保全及び農地の良好な管理

を行うとともに、農業の担い手への農地の集積・集約化や農業生産基盤整備、

野生鳥獣被害対策等による荒廃農地の発生防止及び解消と効率的な利用を

図ります。 

     中山間地域 ※７や都市の縁辺部においては、人口減少により、従来と同様

に土地を管理し続けることが困難になることが想定されるため、地域の将来

像を見据えた上で、優先的に維持したい農地をはじめとする土地を明確化し、

計画的な植林等により草刈りや見守り程度の粗放的又は最小限の利用・管理

を導入するなど、地域の合意形成に基づき、管理方法の転換を検討すること

も必要です。 

     森林については、木材等の林産物を供給するほか、水源のかん養、県土の

保全など、様々な機能を有していることから、地域の実情に応じて整備及び

保全を進めます。 

     その際、都市における雨水の貯留・かん養の推進や農地、森林の適切な管

理など、流域の総合的かつ一体的な管理等により効率的に健全な水循環の維

持又は回復を図ります。 

     また、2050年脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に向けた太陽光

発電設備等の再生可能エネルギー施設の設置に当たっては、周辺の土地利用

状況や自然環境、景観、防災等に特に配慮し、地域社会と共生する形で進め

ます。 



4 

     これらの取組により、各地域の実情に応じた土地利用の効率化・最適化を

進め、地域全体の利益を実現する最適な県土利用・管理を図っていきます。 

 

   (イ) 土地利用の転換 

     森林、農地、宅地等の相互の土地利用の転換については、一度転換すると

再び元の状態に戻すことが困難なことに加え、生態系や健全な水循環、景観

等に影響を与えます。 

     そのため、土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性や影響の

大きさに十分に留意するとともに、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の

状況、社会資本の整備状況その他の自然的・社会的条件等を勘案し、慎重な

配慮の下、適正かつ計画的に行うこととします。 

     また、大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、

周辺地域も含めて事前に十分な調査を行い、県土の保全、安全性の確保、環

境の保全等に配慮し、地域住民の意向など地域の状況も踏まえ、適正な土地

利用を図るほか、市町村の各種計画等との整合も図ります。 

     なお、土地利用の転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案する必

要がある場合は、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講じる必要があり

ます。 

     新たな土地需要がある場合は、既存の低未利用土地の再利用を優先し、地

域社会の持続性を高める地域振興の観点にそぐわない場合は、農地や森林等

からの転換は抑制します。 

     また、自然環境が有する多様な機能を活用するグリーンインフラ ※８や生

態系を活用した防災・減災（Ｅｃｏ－ＤＲＲ ※９）として都市部の緑地を保

全・活用するなど、安全・安心の観点から、農地や森林等の有効利用を促進

します。 

 

   (ウ) 地域振興 

     地方創生の観点から、人口減少社会においても地域の活力の維持や地域振

興の取組は重要であり、その際、異なる個性を持つ各地域が主体的に連携し、

新たな価値を生み出すイノベーションも重要です。 

     そこで、市街地については、地域の活力の維持・創出のため、人を引きつ

ける個性豊かで魅力あるまちづくりを進めます。 

     一方、市街化調整区域であっても、インターチェンジ周辺など産業集積の

拠点となりうる地域、既存集落の周辺地域、その他地域特性に応じて、地域

振興の観点から必要な土地利用を地区計画 ※10の活用等により計画的に進め

ます。 

     また、交通利便性の向上等の地域産業の立地適性の状況変化等を踏まえた、

地域の持続性確保につながる産業集積の促進を図るための土地利用転換な

ど、関連する制度の活用を通じて、地域の合意形成に基づいて、土地利用の

最適化を推進します。 
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     なお、特定地域における地域振興は、特定地域の存する市町村が策定する

「特定地域土地利用計画」※11を活用して計画的に行います。 

 

イ 健全な生態系等の確保につながる県土利用・管理 
県土と社会経済活動の基盤となる森林、土壌、水、大気、生物資源など自然

資本の保全と、その持続的な活用を図ることが求められるなか、生物多様性の

効果的な保全を図る30by30目標が「生物多様性国家戦略2023-2030」に示され

ていることから、多様な主体が連携して、生物多様性の効果的な保全が図られ

ている県土面積 ※12の維持・確保をするとともに、健全な生態系・自然環境の保

全・再生や森・里・まち・川・海のつながりを確保した広域的な生態系ネット

ワークの構築・維持を図ります。 

その際、グリーンインフラやＥｃｏ－ＤＲＲなど自然環境が有する多様な機

能の活用等により、地域における社会課題の解決を図ることも重要です。 

また、2050年脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に向けて、地域共

生型の再生可能エネルギー導入促進や、バイオマス等の再生可能な資源の循環

利用に努めます。 

さらに、自然公園等の優れた自然環境の保全・管理を充実するとともに、魅

力ある都市空間や水辺空間など、地域の個性ある美しい景観の保全、再生、創

出を通じた魅力ある地域づくりや、地球温暖化への対応、水環境の改善等の観

点から、地下水を含む健全な水循環を維持し、又は回復するための取組を効率

的かつ効果的に推進します。 

 

ウ 災害リスクを踏まえた安全・安心を実現する県土利用・管理 
安全・安心を実現するため、気候変動への適応 ※13の観点から、ハード面とソ

フト面を適切に組み合わせた防災・減災対策を実施するとともに、災害リスク

の把握及び周知を図った上で、災害リスクの高い地域については、土地利用を

適切に制限することが重要です。 

そのため、気候変動に伴う水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、国、県、市町

村等のあらゆる関係者の協働により、集水域、河川区域及び氾濫域の流域全体

で、ハード・ソフト一体となった水災害対策を行う流域治水 ※14を推進すると

ともに、土地本来の災害リスクを基礎として、地域の様々な要素を考慮した上

で、災害ハザードエリア ※15においては開発を抑制し、中長期的な視点でより

安全な地域へ都市機能や居住を誘導します。 

また、農地の良好な管理や森林の整備保全を通じて、県土保全や水源のかん

養等の多面的機能を持続的かつ適切に発揮するとともに、経済社会上、重要な

役割を果たす諸機能の適正な配置やバックアップの推進により、交通、エネル

ギーやライフライン等の多重性・代替性の確保を図ります。 

加えて、被災後、早期に的確な復興まちづくりに着手できるよう、地域人口

の将来予測等を踏まえ、平時から事前防災・事前復興の観点からの地域づくり

を進めます。 
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さらに、宅地、農地、森林等といった土地の用途にかかわらず危険な盛土・

切土を包括的に規制することにより、盛土等の安全性を確保する取組を推進し

ます。 

エ 市町村が主体的に取り組む県土利用・管理 
2007（平成19）年以降の第２次地方分権改革により、土地利用に関する権限

のうち、特に都市計画分野において市町村への移譲が進み、地域づくりの担い

手としての市町村の役割は、一層重要性を増しており、地域の持つ特性を活か

した魅力ある地域づくりのため、市町村が主体的に取り組む県土利用・管理が

重要です。 

県は、広域自治体としての役割・責任を果たしていくため、県土全域を見据

えた土地利用の基本方針を本計画に位置づけ、県土利用・管理の在り方につい

て、市町村との意識の共有を図ります。 

また、本県は、３つの指定都市（横浜市、川崎市及び相模原市）が所在する

全国で唯一の県であり、指定都市には、土地利用に関する権限が大幅に移譲さ

れていることから、県と指定都市は、本計画を基本として、土地利用・管理の

在り方の共通認識をより一層深めていきます。 

 

これらの基本方針に共通して、デジタル技術の活用による県土利用・管理の効率

化や高度化を図るとともに、県民や企業、ＮＰＯ、団体、行政などの多様な主体が

連携し、地域の課題解決や活性化につながる取組を推進することが重要です。 

 

（４）個別の土地利用方針 

本県では、急激な人口増加等に伴う無秩序な開発の拡大防止や自然環境の保全

のため、次のとおり個別の土地利用方針を定め、本計画に位置づけています。 

人口減少社会においても、これらの土地利用方針に沿って、計画的な土地利用

や自然環境の保全等を図ります。 

 

ア 市街化調整区域の開発抑制 
    市街化調整区域においては、原則として、都市的な利用を避け、良好な環境

を保持するための緑地等の保全を図り、市街化を抑制するものとします。ただ

し、地域振興の観点から必要な土地利用を図ります。 

 

イ 特定地域の開発抑制 
    特定地域は、自然環境・美しい景観が残る本県にとって、自然環境保全上、

重要な地域であり、かつ水源地域でもあるため、市街化調整区域における土地

利用に準じて市街化を抑制するものとします。ただし、地域振興の観点から必

要な土地利用を図ります。 

 

ウ 近郊緑地保全区域等の保全 
    狭小な県土に残された自然環境等を保全するに当たり、法令で指定された一
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定の区域等（近郊緑地保全区域 ※16、自然公園の区域、歴史的風土保存区域 ※17、

保安林 ※18、農用地区域 ※19等）については、特に保全を図ります。 

 

エ 水源地域の保全 
    本県では、産業の発展や都市人口の増加に伴う水需要に対応するため、水源

地域の方々の多大なる御理解と御協力の下、1938（昭和13）年に相模ダムの建

設を計画して以降、相模湖、奥相模湖、津久井湖、丹沢湖及び宮ヶ瀬湖の５つ

のダム湖が誕生し、2001（平成13）年の宮ヶ瀬ダムの完成により、県内の水需

要を概ね賄うために必要な水がめが整い、量的な面では、当面、県民が安心し

て水を利用できる状況となりました。 

    さらに、県民の日々の生活や経済活動に必要不可欠である豊かな水を育む水

源地域は、県民全体の貴重な財産であるため、これまで県は、水源の維持と水

質の向上を目指して、水源環境の保全・再生に取り組んできました。 

    こうした経緯を踏まえ、貴重な水源環境を良好な状態で次世代へ引き継ぐと

ともに、将来にわたり県民が必要とする良質な水を安定的に確保するため、水

源地域の保全に支障を来すことのない土地利用を図ります。 

 

オ ゴルフ場新増設の抑制 
    本県には、狭小な県土に約２％を占めるゴルフ場があります。 

    1973（昭和48）年１月に、自然保護、県土保全に加え、水源のかん養の面か

らも森林等を保全する必要があり、これ以上のゴルフ場は必要ではないとの観

点から、県は、ゴルフ場の建設規制方針を打ち出しました。 

    また、同年３月には、県議会においてもゴルフ場増設等の大規模開発抑制の

方針が決議され、ゴルフ場開発から県土の保全を図ってきました。 

    こうした経緯を踏まえ、ゴルフ場の新設及び既存のゴルフ場の増設は認めな

いという方針を引き続き継続します。 

 

カ 相模湾等の埋立の抑制 
    本県の自然海岸の割合は、約３割と低く、県土全体からみると、既に人工海

岸化がかなり進んでいます。 

    残された約３割の自然海岸は、希少な存在となっており、磯、砂浜、干潟等

の変化に富んだ複雑な地形・景観や水生生物等の生態面のほか、海水浴、磯遊

び、釣り等の親水機能をはじめ、生活・文化的な面においても、非常に優れた

価値を有しており、県民共有の財産として保全する必要があります。 

    そこで、1971（昭和46）年から相模湾等では、公共事業及びその関連事業を

除き、原則として埋立を認めないこととしており、これを引き続き継続します。 

 

キ その他 
米軍基地早期返還の働きかけと返還跡地の利用 

    県民生活や地域のまちづくりに障害を与えている米軍基地については、その
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早期返還及び整理縮小を引き続き国に働きかけるとともに、返還跡地について

は、地元の計画・要望に沿った活用を図ります。 

 

（５）土地利用の調整 

本県は、狭小な県土に多くの県民が生活し産業が集積しているため、自然環境

を保全しつつ、開発を適切に誘導することが土地政策上最も重要な課題であるこ

とから、1957（昭和32）年に庁内の関係部局による横断的な組織として土地対策

委員会を設置し、土地利用の総合調整を行ってきました。 

1996（平成８）年には、県土利用の基本方針及び個別の土地利用方針に沿った

公正で透明な手続を図るため、個別法の許認可等に先立って知事との調整を行う

神奈川県土地利用調整条例 ※20を定めました。 

今後も、同条例の適切な運用等により、市街化調整区域及び特定地域における

開発行為並びに埋立行為の抑制、県土の総合的かつ計画的な土地利用、良好な自

然環境の保全を図ります。 

 

（６）５地域区分における土地利用の原則 

土地利用は、土地利用基本計画図に図示された都市地域、農業地域、森林地域、

自然公園地域及び自然保全地域の５地域ごとに、それぞれ次の原則に従って適正

に行うものとします。 

また、５地域のいずれにも属さない地域においては、当該地域の特性及び周辺

地域との関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとします。 

なお、５地域区分における各地域・地区等について、その変更の調整を行うこ

とを妨げるものではありません。 

 

ア 都市地域 
    都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要

がある地域です。 

    都市地域の土地利用については、良好な都市環境の確保、形成及び機能的な

都市基盤の整備等に配慮しつつ、既成市街地の整備を推進するとともに市街化

区域 ※21又は用途地域 ※22において既存宅地を有効活用することを基本とし、新

たに開発する宅地については、計画的に確保、整備します。 

 

   (ア) 市街化区域においては、安全性、快適性、利便性等に十分配慮した市街地

の開発、交通体系の整備、道路・公園・下水道その他の都市施設の整備を計

画的に推進するとともに、当該地域内の農地、樹林地、水辺地等、自然環境

や良好な景観を形成しているもので、都市における防災機能や良好な生活環

境を維持するために不可欠なものについては、積極的に保全を図るものとし

ます。 

   (イ) 市街化調整区域においては、原則として都市的な利用を避け、良好な都市

環境を保持するための緑地等の保全を図り市街化を抑制するものとします。 
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   (ウ) 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都

市計画区域における用途地域内の土地利用については、市街化区域におけ

る土地利用に準ずるものとし、また、用途地域以外の地域においては、市

街化調整区域における土地利用に準ずるものとします。 

 

イ 農業地域 
    農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図

る必要がある地域です。 

    農業地域の土地利用については、農用地が生鮮食料等の安定的な供給基地

であるとともに、良好な生活環境や自然環境の構成要素であることにかんが

み、現況農用地は極力その保全と有効利用を図るとともに、県土の有効利用、

生産性の向上等の見地から農用地区域を計画的に確保、整備するものとしま

す。 

 

   (ア) 農用地区域内の土地は、農業生産の基盤として確保されるべき土地である

ことにかんがみ、土地改良、農用地造成等の農業基盤の整備を計画的に推進

するとともに、他用途への転用は行わないものとします。 

   (イ) 農用地区域を除く農業地域内の農地等については、農用地区域と一体とし

て農業の振興を図る地域であるので、原則として保全するものとします。た

だし、都市的な利用や都市施設等の農業以外の土地利用計画との調整を了し

た場合にのみ転用を行うものとしますが、この場合にあっても、農業生産力

の高い農地、集団的に存在している農地又は農業に対する公共投資の対象と

なった農地の転用は、原則として行わないものとします。 

 

ウ 森林地域 
    森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林

の有する公益的機能の維持増進を図る必要がある地域です。 

    森林地域の土地利用については、森林が木材生産等の経済的機能を持つとと

もに、県土保全、水源のかん養、保健休養、自然環境の保全、二酸化炭素吸収

等の公益的機能を通じて県民生活に大きく寄与していることにかんがみ、必要

な森林の確保を図るとともに、森林の有する多面的機能が、最高度に発揮され

るようその整備を図るものとします。 

 

   (ア) 保安林については、県土保全、水源のかん養、生活環境の保全等の公益的

機能の積極的な維持増進を図るべきものであることにかんがみ、適正な管理

を行うとともに他用途への転用は行わないものとします。 

   (イ) 保安林以外の森林地域については、経済的機能及び公益的機能の維持増進

を図るものとし、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を特定されて

いる森林、水源として依存度の高い森林、優良人工造林地又はこれに準ずる

天然林等の機能の高い森林については、極力他用途への転用を避けるものと
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します。 

     なお、森林を他用途へ転用する場合には、森林の保続培養と林業経営の安

定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化等の支障を来さないよう十分考慮

するものとします。 

 

エ 自然公園地域 
    自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必

要がある地域です。 

    自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、

その利用を通じて県民の保健、休養及び教化に資するものであることにかんが

み、優れた自然の保護とその適正な利用を図るものとします。 

 

   (ア) 特別地域 ※23については、その風致又は景観の維持を図るべきものであるこ

とにかんがみ、都市的な利用、農業的な利用等を行うための開発行為は極力抑

制するものとします。 

   (イ) 普通地域 ※24については、都市的又は農業的な利用を行うための大規模な

開発、その他自然公園としての風景地の保護に支障を来すおそれのある土

地利用は極力抑制するものとします。 

 

オ 自然保全地域 
    自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保

全を図る必要がある地域です。 

    自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康で文化的な生活

に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受

するとともに、将来世代に自然環境を継承することができるよう、生物多様性

を確保するなど、積極的に保全を図るものとします。 

 

２ 地域区分の重複する地域における土地利用の調整指導方針 
  都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域のうちの２地域

が重複している地域においては、次に掲げる調整指導方針に即し、また、３以上の

地域が重複する地域においては、この調整指導方針におけるそれぞれの関係からみ

た優先順位、指導の方向等を考慮して、適正かつ合理的な土地利用を図るものとし

ます。 

（１）都市地域と農業地域とが重複する地域 
  ア 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域とが重複する場合 

    農用地としての利用を優先するものとし、原則として他用途への転用を認め

ないものとします。 

  イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが

重複する場合 

    農業上の利用を優先するものとし、土地利用の現況に留意しつつ、農業上の
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利用と都市的な利用との調整を図るものとします。 

 

（２）都市地域と森林地域とが重複する地域 
  ア 都市地域と保安林の区域とが重複する場合 

    保安林としての利用を優先するものとします。 

  イ 市街化区域及び用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

    公益的機能を有する森林としての保全を図ることとし、都市的な利用は極力

抑制するものとします。 

  ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域と

が重複する場合 

    森林としての利用を優先するものとし、森林としての利用の現況に留意しつ

つ、森林としての利用と都市的な利用との調整を図るものとします。 

 

（３）都市地域と自然公園地域とが重複する地域 
  ア 市街化区域及び用途地域と自然公園地域とが重複する場合 

    自然公園としての機能の維持を重視しつつ、これとの調整を図りながら、都

市的な利用を認めるものとします。 

  イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する場合 

    自然公園としての機能の維持を優先するものとします。 

  ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と普通地域とが重複する場合 

    自然公園としての機能の維持を優先するものとし、自然公園としての機能と

都市的な利用との調整を図るものとします。 

 

（４）都市地域と自然保全地域とが重複する地域 
   自然環境の保全を優先するものとします。 

 

（５）農業地域と森林地域とが重複する地域 
  ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合 

    保安林としての利用を優先するものとします。 

  イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

    農用地としての利用を優先するものとします。 

  ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場

合 

    森林としての利用を優先しますが、森林としての利用との調整を図りながら、

農業上の利用を認めるものとします。 

 

（６）農業地域と自然公園地域とが重複する地域 
  ア 農業地域と特別地域とが重複する場合 

    自然公園としての機能の維持を優先するものとします。 

  イ 農業地域と普通地域とが重複する場合 
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    自然公園としての機能の維持を優先するものとし、自然公園としての機能と

の調整を図りながら、農業上の利用を認めるものとします。 

（７）農業地域と自然保全地域とが重複する地域 
   自然環境の保全を優先するものとし、自然環境の保全との調整を図りながら、

農業上の利用を認めるものとします。 

 

（８）森林地域と自然公園地域とが重複する地域 
   自然公園としての機能を重視しつつ、両地域の調整を図るものとします。 

 

（９）森林地域と自然保全地域とが重複する地域 
   自然環境の保全を重視しつつ、両地域の調整を図るものとします。 

 

〔参考〕 
１ 本計画の構成 
  本計画は、計画書と計画図により構成されています。 

  計画書は、県土利用に関する基本的事項の全体像を示すものであり、計画図は、

県土利用のうち国土利用計画法第９条第２項に規定する都市地域、農業地域、森林

地域、自然公園地域及び自然保全地域の範囲を図面表示したものです。 

 

２ 計画図 
（１）計画図の規格 

   計画図は、縮尺５万分の１の図面で作成したものです。 

  ※ 国土交通省のホームページ（土地利用調整総合支援ネ

ットワークシステム（ＬＵＣＫＹ ※25））において、提供し

ています（ＵＲＬ：https://lucky.tochi.mlit.go.jp/）。 

    ただし、当該システムに掲載されているデータは、保安

林、農用地区域などの法令に基づく各地域・区域等と一致しない場合がありま

す。 

 

（２）計画図の表示 
ア ５地域区分の範囲 

    計画図における５地域区分の範囲は、次のとおりです。 

   (ア) 都市地域 

     一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域

であり、都市計画法第５条により都市計画区域として指定されている又は指

定されることが予定されている地域 

   (イ) 農業地域 

     農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要があ

る地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第６条により農業振興地域

として指定されている又は指定されることが予定されている地域 

https://lucky.tochi.mlit.go.jp/
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   (ウ) 森林地域 

     森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する公

益的機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第２条第３項に規

定する国有林の区域又は同法第５条第１項の地域森林計画の対象となる民

有林の区域として定められている又は定められることが予定されている地

域 

   (エ) 自然公園地域 

     優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域で

あり、自然公園法第２条第１号の自然公園として指定されている又は指定さ

れることが予定されている地域 

   (オ) 自然保全地域 

     良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要が

ある地域であり、自然環境保全条例第２条による自然環境保全地域として指

定されている又は指定されることが予定されている地域 

 

イ 地域・地区等の参考表示 
    ５地域区分内の地域・地区等の範囲は、次のとおりです。 

   (ア) 都市地域 

    ａ 市街化区域 

      都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域 

    ｂ 市街化調整区域 

      都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域 

    ｃ 用途地域 

      市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない

都市計画区域における都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地

域 

   (イ) 農業地域 

     農用地区域 

     農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地

区域 

   (ウ) 森林地域 

    ａ 国有林 

      森林法第２条第３項に規定する国有林 

    ｂ 地域森林計画対象民有林 

      森林法第５条第１項に規定する森林計画区に係る民有林 

    ｃ 保安林 

      森林法第25条第１項に規定する保安林 

   (エ) 自然公園地域 

    ａ 特別地域 

      自然公園法第20条第１項又は神奈川県立自然公園条例第18条第１項に
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規定する特別地域 

 

    ｂ 特別保護地区 

      自然公園法第21条第１項に規定する特別保護地区 

   (オ) 自然保全地域 

     特別地区 

     自然環境保全条例第６条第１項に規定する特別地区 

 

ウ 図面表示の方法 
   (ア) 地域区分及び参考表示の地域・地区等は、一団の区域面積が概ね１ヘクタ

ール以上のものを表示しました。 

   (イ) 境界線が一致する場合の優先順位は、都市、農業、森林、自然公園、自然

保全の各地域区分の順序としました。  
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３ 用語解説 
番号 用 語 解  説 

１ 市街化調整区域 
都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整

区域 

２ 特定地域 

都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域

及び市街化調整区域の区分が定められていない

地域のうち、同法第８条第１項第１号に規定する

用途地域の定められていない地域並びに同法第

５条第１項に規定する都市計画区域以外の地域 

３ 生態系サービス 
食料・水等の供給サービスや景観等の文化的サー

ビスなど 

４ 30by30目標 

2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させ

るネイチャーポジティブ（自然再興）の実現に向

け、2030年までに陸と海の30％以上を健全な生態

系として効果的に保全しようとする目標のこと 

５ 地域循環共生圏 

地域資源を活用して環境・経済・社会を良くして

いくローカルＳＤＧｓ事業を生み出し続けるこ

とで地域課題を解決し続け、自立した地域をつく

るとともに、地域の個性を活かして地域同士が支

え合うネットワークを形成する「自立・分散型社

会」を示す考え方 

６ カーボンニュートラル 
温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるこ

と 

７ 中山間地域 平野の外縁部から山間地に至る地域 

８ グリーンインフラ 

社会資本整備、土地利用等のハード・ソフト両面

において、自然環境が有する多様な機能（生物の

生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上

昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土

づくりや地域づくりを進める取組 

９ 

Ｅｃｏ－ＤＲＲ 

（Ecosystem based 

Disaster Risk 

Reduction の略） 

自然災害に対して脆弱な土地の開発や利用を避

け災害への暴露を回避するとともに、防災・減災

など生態系が有する多様な機能を活かして社会

の脆弱性を低減すること 

10 地区計画 都市計画法第12条の５に規定する地区計画 

11 特定地域土地利用計画 

特定地域の所在する市町村が、地域特性を踏まえ

たまちづくりの推進及び秩序ある土地利用を図

るために策定する計画 

12 

生物多様性の効果的な

保全が図られている県

土面積 

県内の自然保護を目的とする自然公園法などの

法制度で守られる「保護地域」と、法令で規制さ

れていなくとも、民間等の取組により実質的に生

物多様性保全に貢献している地域（ＯＥＣＭ

（Other effective area-based conservation 

measure の略））の合計 
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番号 用 語 解  説 

13 気候変動への適応 

既に現れている、又は中長期的に避けられない気

候変動の影響に対して、自然や人間社会の在り方

を調整し、被害を最小限に食い止めたり、逆に気

候の変化を利用したりするための取組 

14 流域治水 

集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一

つの流域として捉え、河川管理者のほか、その河

川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体

で水害を軽減させる治水対策 

15 災害ハザードエリア 

住宅等の建築や開発行為等の規制がある災害レ

ッドゾーン（災害危険区域等）と、建築や開発行

為等の規制はないものの区域内の警戒避難体制

の整備等を求める災害イエローゾーン（浸水想定

区域等） 

16 近郊緑地保全区域 
首都圏近郊緑地保全法第３条第１項に規定する

近郊緑地保全区域 

17 歴史的風土保存区域 

古都における歴史的風土の保存に関する特別措

置法第４条第１項に規定する歴史的風土保存区

域 

18 保安林 森林法第25条第１項に規定する保安林 

19 農用地区域 

農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項

第１号に規定する農用地等として利用すべき土

地の区域 

20 
神奈川県土地利用調整

条例 

開発行為等の計画について、協議等の手続を定

め、総合的な調整を行うことにより、県土の計画

的な利用を図ることを目的とする条例 

21 市街化区域 都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域 

22 用途地域 
都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途

地域 

23 特別地域 
自然公園法第20条第１項又は神奈川県立自然公

園条例第18条第１項に規定する特別地域 

24 普通地域 
自然公園法第33条第１項又は神奈川県立自然公

園条例第21条第１項に規定する普通地域 

25 

ＬＵＣＫＹ 

（Land Use Control 

bacK-up sYstem の略） 

国土利用計画法９条に基づき都道府県が策定す

る土地利用基本計画図を電子化し、インターネッ

ト上で情報発信等を行う国土交通省のシステム 

 


